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 本書面は、２０１８年１２月１０日の口頭弁論期日、進行協議で裁判所から示さ

れた質問や釈明を求められた事項について回答するとともに、原告らの主張を補充

するものである。 

 

第１ 「ばらつき」に関する文献について 

 

１ はじめに 

前回、２０１８年１２月１０日の口頭弁論期日で、裁判所から「ばらつき」に

関する原告らの主張を裏付けるような文献があるか、という点について質問を受

けた。 

 その質問に対して、原告らはアメリカ合衆国環境保健局（ＥＰＡ）のウェブサ

イト上にある、「Uncertainty and Variability」というページを紹介する（甲１９３）。 

２ ＥＰＡの提示する「ばらつき」と「不確かさ」の違い 

（１）前記の、ＥＰＡ「Uncertainty and Variability」は、被ばく評価と関連した

質問と答えという形をとっている。 

（２）そこでは、「ばらつき（変動性）（Variability）」と「不確かさ（不確実性）

（Uncertainty）」の違いについては以下のように回答されている。 

変動性（ばらつき） 

アセスメントのデータにおける固有の異種性（非一様性）または多様

性のことである。それは、「値の集合の範囲または広がりの量的な説明」

（米国ＥＰＡ、２０１１）であり、しばしば、データの変動性（ばらつ

き）を反映する分散、標準偏差、四分位間の範囲などの統計的な測度

（metric 測定基準）を通じて表現される。 

・変動性（ばらつき）は減らされえないけれども、それはよりうまく特

徴付けられ得る。 

不確実性 
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データの欠如、またはリスクアセスメント決定についての不完全な理

解に関係している。それは質的か、または量的のどちらかであり得る（米

国ＥＰＡ、２０１１）。 

・不確実性はより多くのまたはよりよいデータによって減らされるか、

または取り除かれうる。 

（３）身近な事柄を例に取った説明 

上記の公式的な回答は必ずしもわかりやすいとは言えないかもしれない

ので、代理人なりに身近な事柄を例にとって説明する。 

「例えば、体重は研究対象集団のメンバーによって様々である。集団の

平均的な体重は、データを収集することによって特徴付けられることが

できる；個々の研究参加者から、正確な測定された体重を収集すること

により、集団の平均的な体重が、間接的なアプローチ（例えば目視検査

に基づく近似値）を使った見積りよりよい理解が考えられ得る。しかし、

観察者は研究集団の個々の体重を変更できず、集団の変動性（ばらつき）

を減少できない。」 

３ 小括 

以上の公式的回答と、身近な事柄からとった例をみると、「ばらつき」は減らさ

れえないけれども、よりうまく特徴付けられうるということと、「不確かさ」はよ

り多くのまたはよりよいデータによって減らされるか、または取り除かれるとい

う指摘は重要である。 

 

第２ 原告ら準備書面（１）・第２の補充（本件提訴後の原告の転居の関係で） 

 

１ 前回、２０１８年１２月１０日の口頭弁論期日で、裁判所から、原告適格との

関係で本件提訴後に転居した原告がいないか、という点について質問を受けた。

本件提訴後に転居した原告らについては、別途、上申書を提出する。 
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２ 転居した原告らについて新しい住所地を地図上にプロットしたものを書証と

して提出する（甲１９４の１、１９４の２）。 

転居した原告らについては、多くの場合、関西地方内の転居であり、原告ら準

備書面（１）・第２の主張における最遠隔の原告居住地（本件原発から約２００ｋ

ｍ）より本件原発に近い場所に居住していることに変わりはない。 

しかし、①兵庫県から埼玉県に転居した原告（原告番号５２）、②大阪府から神

奈川県に転居した原告（原告番号６２）、③大阪府から沖縄県に転居した原告（原

告番号７１）については、本件原発からの距離が２００ｋｍより遠い場所に転居

したので、その点について補充する。 

３ 原告ら準備書面（１）・第２で、原子力規制庁のシミュレーション（甲２６）か

ら計算した「１００％値」を踏まえると、距離と線量の関係は下記のグラフ１の

ようになる。 

 
兵庫県から埼玉県に転居した原告（原告番号５２）の新住所地は、本件原発か

ら約３６８ｋｍ、大阪府から神奈川県に転居した原告（原告番号６２）の新住所

地は、本件原発から約３３７ｋｍ、大阪府から沖縄県に転居した原告（原告番号

７１）の新住所地は、本件原発から約１２８２ｋｍ、それぞれ離れている。そし
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て、最遠隔の原告居住地（那覇市、本件原発から約１２８２ｋｍ）の場合でも、

「１００％値」を踏まえた被曝線量は４．２ｍＳｖとなるのであり、すべての原

告が、基準値（１ｍＳｖ／年）を大幅に超える放射性物質を浴びることになる（グ

ラフ２参照）。よって、すべての原告に原告適格が認められるべきである。 

 

 

第３ 設置許可基準規則３７条２項違反と原子炉等規制法４３条の３の６第１項

各号の適用関係について 

 

１ 前回、２０１８年１２月１０日の進行協議で、裁判所から、原告ら準備書面（６）

第２・３に関連して、設置許可基準規則３７条２項違反と原子炉等規制法４３条

の３の６第１項各号の適用関係についての釈明が求められた。 

裁判所が釈明を求めた内容について、原告らとしては、以下のように理解して

いる。すなわち、設置許可基準規則３７条２項は、「発電用原子炉施設は、重大事

故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物質

の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければなら

ない」としているところ、原告らの主張は、設置許可基準規則３７条２項違反を
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主張することによって、原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号の「その者に

重大事故・・・・の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力が

あること」の違反を主張しており、同条項４号の違反について主張していないの

ではないか、というものである。 

２ しかし、原告ら準備書面（６）第２・３の主張は、あくまでも原子炉等規制法

４３条の３の６第１項４号違反として主張したものである。 

（１）原告らは、準備書面（６）第２・３において、設置許可基準規則３７条２

項とともに、原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号の記述や、「実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（技術的能力

審査基準）１．８の要求事項を援用して、主張を組み立てている。そして、

技術的能力審査基準違反は原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号違反

の要件であるから、裁判所にとって原告らの意図するところがわかりにくく

なっていたのかもしれない。 

（２）しかし、原告らは、原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号や技術的能

力審査基準１．８の要求事項の記述を、あくまでも、設置許可基準規則３７

条２項の定める「重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破

損・・・・を防止するため」の「必要な措置」の内容の説明として引用した

に過ぎない。原告らの意図するところとしては、これらの主張は、「重大事故

が発生した場合において、原子炉格納容器の破損・・・・を防止するため」

の「必要な措置」が講じられていないという、設置許可基準規則違反（すな

わち原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号違反）の主張の一環として、

「必要な措置」の具体的内容を示したものである。 

３ ただ、原告ら準備書面（６）の提出当時は、訴えの変更前で、請求としては原

子炉等規制法４３条の３の２３第１項の停止命令の義務づけを求めていた。そし
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て、停止命令の発令要件としては、あくまでも発電用原子炉施設の位置、構造若

しくは設備が原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号の基準に適合していな

いと認められなければならない、というものであった。 

 しかし、その後、原告らは訴えの変更により設置変更許可処分の取消を求める

に至っている。そして、設置変更許可の取消しの要件としては、原子炉等規制法

４３条の３の６第１項４号違反も、３号違反も、等しく取消しの要件となる。 

 そこで、原告らとしては、訴えの変更に伴う追加的主張として、新たに原子炉

等規制法４３条の３の６第１項３号違反にかかる次項の主張を追加する。 

 

第４ 技術的能力審査基準１．８違反（原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号

違反） 

 

１ 「重大事故」には「炉心の著しい損傷」が含まれる（原子炉等規制法４３条の

３の６第１項３号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則４条１号）と

ころ、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」では、

「１．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」の【要求事

項】として、発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に

落下した炉心を冷却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。」とされている。 

さらに、【解釈】において、「溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防

止」として、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、

原子炉圧力容器へ注水する手順等を整備すること。」との解釈が示されている（甲

１０３・２３頁）。溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するとは、

要するに、「原子炉容器の破損を出来る限り遅らせる」「破損をさせない」という
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ことである。炉心の原子炉格納容器への落下をできるかぎり遅延・防止させるた

めに、原子炉容器を冷却する手順が用意されなければならないということを意味

する。 

２ ところが、参加人は、大飯原発３号機、４号機に関して、炉心損傷を判断した

時点で原子炉容器への注水をあきらめて、原子炉格納容器への落下を前提に格納

容器天井からのスプレイに切り替えることにしている。これは、上記技術的能力

審査基準に違反している。 

 最悪のシナリオを想定した場合に原子炉容器への注水をあきらめてしまうこ

との問題性については、２０１３年（平成２５年）８月１５日の玄海原発３号機、

４号機に関する審査会合で議論された（甲１０４）。九州電力も、玄海原発３号機、

４号機で想定される重大事故シナリオについて、関西電力と同様の対策を示した

が、規制委員会側は、炉内冷却をすぐにあきらめる方式に対して強い懸念を示し

たうえで、設備を整えるべきだという意見が述べられたことからも、審査適合性

の観点から重大な疑義が呈されていることは明らかである。 

 玄海原発と同様の対応しかしていない大飯原発３号機、４号機についても同様

の懸念があることは明らかである。 

 なお、上記問題については、審査会合の当時、ＮＨＫの九州ローカルの番組で

わかりやすい解説がなされたものがあり、今回その動画データを証拠として提出

する（甲１９５）。 

３ 炉内への注水と格納容器スプレイへの注水が切り替え方式になっているとい

う参加人の対策は、上記審査基準１．８の要求事項に明らかに違反し、参加人に

おいて重大事故・・・・の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力が欠如していることを意味しているのであるから、本件各原発は、

原子炉等規制法４３条の３の６第１項３号に違反する。 

以上 


